
ー  35  ー

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、簡単に寄附金控除手続きができます。

控除額のイメージ

　確定申告が不要な給与所得者等について、ふ
るさと納税先団体が5団体以内の場合で確定申告
を行わない場合に限り、ふるさと納税先団体に
特例の申請をすることにより、ふるさと納税に
係る寄附金控除をワンストップで受けることが
できます。

[留意事項]
●ふるさと納税ワンストップ特例の申請は、申請書に記入の上、ふるさと納税先団体へ提出する事が必要です。
●（転居による住所変更など）申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出
書をふるさと納税先団体へ提出することが必要です。

●5団体を超える自治体へふるさと納税をした方、又は、確定申告を行う方が控除を受けるためには、確定申告書への記
載が必要です。

●ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽
減が行われます（ふるさと納税翌年の6月以降に支払う個人住民税額が軽減されます。）。

自　己
負担額
2,000円

控除される額

所得税の控除額
＋

住民税の控除額（基本分、特例分）

年収 全額（※）控除されるふるさと納税枠の目安
（※）2,000円を除く

※ふるさと納税をした方の配偶者に収入がなく、かつ、控除対象扶養親族がいない場合

ふるさと納税寄付額  30,000円

給与所得者、夫婦※の場合

28,000円 300万円
500万円
700万円

19,000円
49,000円
86,000円

　「ふるさと納税」制度は、福井県が提唱しました。
　「ふるさと納税」とは、福井県や福井県内の市町に寄附をすると、現在お住まいの都道府県・市区町村の
住民税などが軽減される制度です。
“ふるさとを良くしたい”“ふるさとを応援したい”という皆さんの思いを形にしていただけます。

　被災地の県や市町村へ直接寄附する場合のほか、以下の団体に義援金等として寄附する場合もふるさと納税と同じ控除
を受けられます。
・日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府など
・被災地の県や市町村または被災者の救援を目的として募金活動を行う団体
（募集要綱等で義援金の拠出先が、被災地の県や市町村または義援金配分委員会等であると明らかにされている場合）

寄附をされた金額が個人住民税と所得税から差し引かれます。

災害支援に係る寄附金・義援金について

●ホームページ「ふるさと福井応援サイト」（https://fukui.furusato-nozei.jp/）

ふ  る  さ  と  納  税

　例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、自己負担額の
2,000円を除いた28,000円（30,000円－2,000円）が所得税と住民税から控除されます。
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　県税は次の金融機関等で納めることができます。
　納税通知書などをお持ちになって納めてください。申告納付（納入）するときや、納税通知書などを紛失された
ときは、金融機関などに納付（納入）書が備え付けてありますから、それに必要事項を記入して納税してください。

区　　　分 名　　　　　　　　　　　称

指 定 金 融 機 関 福井銀行本店および各支店

指定代理金融機関 福井県信用農業協同組合連合会

収

納

代

理

金

融

機

関

普 通 銀 行

福邦銀行本店および県内各支店
みずほ銀行国内本支店
（個人専用店舗または法人専用店舗の場合があるため店舗ごとにご確認ください。）
三井住友・北國・北陸…県内各支店

信 用 金 庫
福井・敦賀・小浜・越前…本店および県内各支店
京都北都信用金庫高浜支店

信 用 組 合
福泉…本店
横浜幸銀…福井支店
イオ…福井支店

農業協同組合 福井県農業協同組合
越前たけふ農業協同組合

そ の 他

北陸労働金庫県内各支店
東日本信用漁業協同組合連合会…県内各支店
ゆうちょ銀行福井店および県内各郵便局
（県外のゆうちょ銀行および郵便局では払込取扱票による納付のみ可能）

納　税　の　窓　口

全国の対応金融機関
ｅＬ-ＱＲに対応する金融機関は右記ＱＲコードからご確認ください。

※
コ ン ビ ニ 等

ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セブンｰイレブン、デイリーヤマザキ、ポ
プラグループ、ニューヤマザキデイリーストアー、ドラッグストア・スーパーマーケッ
トの一部（「MMK設置店」の表示がある店舗に限る。）
※コンビニ納税できるのは、自動車税種別割、個人事業税および不動産取得税で、納付
書左下にバーコードが印字された納付書で金額を修正していないものに限ります。
※コンビニ等の店頭では、キャッシュレスを利用したお支払いはできません。

県 の 事 務 所 福井県税事務所・嶺南振興局税務部・県税相談室（坂井・奥越・丹南・二州）

（順不同）　

地 方 税 統 一
Ｑ Ｒ コ ー ド
（ ｅ Ｌ - Ｑ Ｒ ）
対 応 金 融 機 関

キャッシュレスでの納付
　スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキングについては、本書38ページ
「キャッシュレスでの納付」をご覧ください。


